
介護の資格が無料で
取得できます
東京都内で高齢者介護の仕事をしたい方の資格取得
を支援します。
介護職に必要な知識・技術を習得できる研修が、
無料で受講できるチャンス！

対象の研修
介護職員初任者研修
※令和５年度は生活援助従事者研修の対象講座の開講はありません。

利用要件
・東京都福祉人材センターが実施する「職場体験事業」を利用すること
　※体験先施設から発行された「職場体験終了証」の提出が必要です。
・人材センターに求職票登録をすること（高校生及び高専学生（第3学年まで）は必須ではありません）
　※来所のほか、求人サイト「福祉のお仕事」からインターネットで登録できます。

令和６年２月29日木まで
※対象講座の受講日程を人材センターホームページでご確認の上、開講日の15日前までに
お申し込みください。なお、応募状況により受付終了が早まる可能性があります。

対象講座の受講期間

無 料
※ただし、研修受講先までの
　交通費や昼食代等は自己負
　担となります。

費　　用
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これから介護職を目指す方！

令和５年度 介護職員資格取得支援事業

TEL 03-5211-2910
〒102‒0072　東京都千代田区飯田橋3‒10‒3
 東京しごとセンター5階

東京都福祉人材センターホームページ  https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/

社会福祉法人　東京都社会福祉協議会

東京都福祉人材センター
　　　　　　　　　　　 （介護人材担当）

検索フクシロウ※本事業の詳細はホームページでご確認いただけます。

お問合せ先

対象者
東京都内で介護業務への就労を希望する方
[学生（大学生、短大生、専門学校生、高校生及び高等専修学校生）、既卒者、離職者及び就業者]

その他、介護業務への就労意思が確認できない場合や、資格取得の見込みがないと判断される場合等は、
申込を受け付けられないことがあります。

注 意

以下の方は対象外となります
×中学生以下の方　×介護福祉士など、介護職員初任者研修と同等以上の資格をお持ちの方
×介護事業所・施設にて介護職として就業している方（事業所・施設内で介護職に職種変えする方含む）
×就職内定の状況にある方


